
４　退職所得に係る納入書の記入例

　退職所得に係る市民税・県民税を当月分の給与分と併せて納入する

場合は，下記のように納入書の金額を変更してお使いください。

※　納入書は 枚 連式（領収証書，納入書，納入済通知書）になっ

ているので，それぞれの該当部分を変更の上，納入をお願いします。

※　黒のボールペンで記入してください。

※　退職所得のみ納入する場合は，「納入金額⑴」欄に税額が印字さ

れていない納入書（予備分）を使用して，該当年月，納期限，退職

所得分，合計額を記入してください。予備分は 枚送付しています。

５　退職所得に係る納入申告書の記入例

　「納入申告書」は，納入済通知書（ 枚 連式）の裏面にあります。

※　個人事業主の方は，退職所得に係る市民税・県民税の納入のため

に金融機関等へお持ちいただく際は記入不要です。収税課へ提出す

る際は，納入申告書のみ提出（郵送可）してください。
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※　数字は，枠内にはっきり記入してください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

金額を横線で抹消
（訂正印不要）

　給与分と退職所得
分の金額を記入して
ください。
　数字の頭に￥記号
は記入しないでくだ
さい。
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　　　　　　　納　入　申　告　書
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　地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により，上記のとおり分離

課税に係る所得割の納入について申告します。

者
務
義
収
徴
別
特 住所（居所）

又は所在地

法人番号

又は

個人番号

氏名又は名称

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0

に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告
特 別 徴 収

令和　　年　月　日提出

（あて先）

水 戸 市 長

〒310－8610
茨城県水戸市中央１丁目４番１号
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新しい勤務先へは，月割額

左記の一括徴収した税額は，

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）から

月分（翌月10日納入期限分）で

徴収し，納入するよう連絡済みです。
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３．死亡による退職であるため
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◎記入項目について
黒枠内：共通記載
青枠内：特別徴収継続の場合
緑枠内：一括徴収の場合
赤枠内：普通徴収の場合

◎提出期日

でに提出してください。期日ま
でに届いた異動届に係る特別徴
収税額の決定・変更通知書をそ
の月末に送付します。

◎転勤等の場合
　納税者（従業員等）が新しい
勤務先で引き続き特別徴収を行
う場合は，必ず事前に新勤務
先の経理担当者等に連絡した上
で，「給与所得者異動届出書」
の「新しい勤務先（特別徴収義
務者）」欄の所在地，氏名又は
名称，担当者連絡先，月割額及
び徴収開始月を記入して提出し
てください。

日までの間に退職・休職等をし
8

た場合
　
定の給与又は退職手当等が未徴
収税額を超えるときは，一括徴
収することが義務付けられてい
ます。

月までの8
異動届について
　令和 7

令和 8

年度市民税・県民税・
森林環境税を課税している市区

書を提出する市区町村が異なる
場合は，両方の市区町村に異動
届を提出してください。

7

令和（　 ）年度　特別徴収への切替届出（依頼）書

令和　　　年　　月　　日提出

（あて先）

水 戸 市 長

〒310－8610
茨城県水戸市中央１丁目４番１号
水戸市財務部税務事務所　市民税課
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名　称

（氏　名）

代表者の
職氏名

特別徴収義務者
指定番号

所属

氏名

電話

担当者

連絡先

新規の場合，納入書（必要・不要）

法人番号

フリガナ

フリガナ

氏名

旧姓 期別を○で囲んでください。

※普通徴収の納期限が過ぎたものは，特別徴収への切替ができません。

必要な場合のみ記入してください。

※　切替届出（依頼）書は，特別徴収開始月の前月 10日までに御提出ください。

〔１・２・３・４〕期以降を切替希望

月分（　　　　　月　　　　　日納期限分）から

月　　　　　　 日　　までに通知書が必要

１．入社　２．その他（　　　　　　　　　　）

特別徴収を開始します。
特別徴収
開始予定月

普通徴収
切替期別

届出理由

月割額
の連絡

生年月日 昭和・平成 年 月 日

１月１日現在
の住所

現在の住所

受給者番号

〒 －

〒 － ※1月 1日現在の住所と違う場合に記入してください。

※　通知書が間に合わない場合のみ電話連絡します。
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権
税
課

□
　

し
な
料
資
税
課

＜注意事項＞

１．切替届出書が10日までに提出された場合は，その月の月末に特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。月末発送の決定・変更通知書記載の月割額を，特別徴収切替になった方の給与から特別徴収できる月を「特別徴

収開始予定月」に記入してください。

２．普通徴収の納期限が過ぎた分及び随時課税分は，特別徴収へ切り替えることができません。また，10日までに提出がされなかった場合，希望された普通徴収切替期別を特別徴収へ切り替えることができない場合があります。

３． 二重納付防止のため，個人あてに送付された普通徴収の納付書を同封してお送りいただくか，給与所得者に納付書を破棄するようお伝えください。

４．65歳以上の方の公的年金所得に係る市民税・県民税は，給与からの特別徴収はできません。

５．給与支払者の法人番号を必ず記入してください（個人事業主の場合，記入は不要です。）。

６．控えが必要な場合は，コピーをおとりください。


